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消防用設備等の点検結果報告の情報提供に係る協定書

旭川市 (以 下 「甲」とい う。)と公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部 (以下

「乙」という。)は,消防法第 17条の 3の 3に定める消防用設備等の点検結果報告 (以下

「点検報告」とい う。)に関する情報提供について,次のとおり協定を締結するものとする。

(目 的)

第 1条 本協定は,甲 と乙が連携 して,共同住宅等における消防法令の遵守を徹底するこ

とにより,住民生活の安全 。安心を確保することを目的とする。

(連携事項)

第 2条 甲と乙の本協定における役割は,次の各号に掲げる事項 とするものであるが,乙
の会員については,合理的な範囲内で努力するものとする。

(1)甲 は,乙の会員からの申出により,次の事項について情報提供するものとする。

ア 最新点検報告 日

・ イ 次回の点検報告 日

ウ 点検報告が必要な消防用設備等

(2)乙 は,本協定について,乙の会員に対して周知及び広報するものどする。~(3)乙
の会員は,本協定により甲から提供された情報について,当該会員自らが仲介し,

又は管理する物件の所有者等に対して周知するとともに,重要事項説明の項目として

最新点検報告日を書面に追加記載することができるざ

(情報提供の手続)

第 3条 情報提供の手続は,次の手順により行 うものとする。

(1)乙 の会員は,甲 が保守する情報のうち,自 らが仲介し,又は管理する物件について,

所有者等に対して情報提供依頼を告知した上で,甲に対して情報提供依頼を行 うもの

とする。

(2)乙の会員が情報提供依頼を行 う場合は,情報提供依頼書 (様式第 1号)を 甲に提出

するものとする。

(3)甲 は,情報提供書 (様式第 2号)により,乙の会員に回答するものとする。

(情報の管理)

第 4条 乙の会員は,甲 から提供を受けた全ての情報について,本協定の目的達成のため

以外に使用しないこととし,情報提供内容は,当該乙の会員内部のみで使用するものと

する。

(協定の効力及び更新)

第 5条 この協定は,締結の日から1年間をもって終了するものとする。ただし,甲又は

乙から期間満了 1月 前までに,相手方に対し書面による別段の意思表示がない場合は,

本協定は自動的に 1年間更新されるものとし,以後も同様とするものとする。



(協定の解除)

第 6条 甲は乙の会員が第 3条第 1号及び第 4条の規定に反 した場合は,本協定を解除す

るものとする。

(協議事項)

第 7条  この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは,別に甲乙が

協議 して定めるものとする。

この協定締結を証するため,本協定書を2通作成し,甲 ,乙記名押印の上;各 自その 1

通を保有する。

平成 30年 2月 16日

甲 旭川市

旭川市長 ■

乙 旭川市 7条通 20丁 目97番地 1

公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川
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様式第 1号

平成  年  月  日

(宛先)旭川市消防長

公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部

会員

(免許番号等)

(法人名 )

(代表者 役職・氏名 )

①

消防用設備等の点検結果報告の情報提供に係る協定書に基づき,次の物件に関する情

報の提供をお願いします。

情報提供依頼物件一覧

※ 上記物件は全て当社が仲介又は管理する物件であり,各所有者等に告知をしていることに相違ありません。

※ マンション,アパー ト以外の用途がある場合のみ備考欄に記載
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様式第 2号

(宛先)公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部

会員

様

旭 消 予 第

平成  年  月

号

日

旭 川 市 消 防 長

(公印省略).‐

情 報 提 供 書

年  月  日付けで依頼があった件について,次のとお り情報提供 し平成

ます。

情報提供内容


